
 

令和２年 11 月●●日 
（2020 年） 

各所属⻑ 様 
政策局⻑  
総務局⻑  

 

行政手続等における押印の取扱い（省略・廃止）に関する方針及び 
スマート自治体タスクフォースの設置【案】 

 
令和２年７月７日付総務省通知「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しにつ

いて」（以下、「総務省通知」という。）に示された通り、地方公共団体においても押印等の見直しに
積極的に取り組むこととされています。 

本市としても行政手続のオンライン化も見据え、必要性の低い押印については、原則求めないこ
ととし、各種手続における全庁的な押印の省略・廃止を推進したいと考えております。 

つきましては、先に実施しました庁内照会の結果も踏まえ、標記の件について、以下の方針に基
づき取り扱うこととしますので、各所属内への周知につきよろしくお願いします。 

また、スマート自治体推進における課題を短期集中で解決することを目的として、別紙「スマー
ト自治体タスクフォースについて」のとおり、12 月中旬を目途に、スマート自治体タスクフォース
（以下、「タスクフォース」という。）を立ち上げることとしています。このタスクフォースにおい
て、先ずは行政手続のオンライン化も見据えた押印の省略廃止に取り組むこととしており、庁内照
会において廃止不可と回答された手続について更なる検討を行い、別途対応を依頼することを予定
しておりますので、併せて各所属内への周知をお願いします。 
 

記 
 
１ 基本方針 

・各課において押印の必要性を改めて検証し、真に必要な場合を除き、押印を省略・廃止する。 
・先に実施した庁内照会において、「廃止可」と回答した手続については、令和３年１月４日から

省略・廃止する（同日までに廃止不可な手続については、別途タスクフォースより照会）。 
・「廃止不可」とした手続については、タスクフォースにおいて精査の上、庁内統一的な今後の対

応方針を示す。 
・庁内照会に記載されていない手続及び新たに生じる手続についても、本方針に基づき対応する。 
 

＜庁内照会結果＞ 
 

 

 

 

 

※補助金等の取扱いに関する規則に係る様式を定める要綱を含む 
 

＜全体のイメージ＞・・・別紙（P4）のとおり 
 

手続数 廃止可

本人確認 国県規定 会計規則等※ その他
192 373 96 80

46% 14% 27% 7% 6%

廃止不可

640
741

1,381
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２ 実施時期 

根拠規定 根拠・内容など 実施時期 

１．無 
① 廃止可能と回答が

あったもの 
令和３年１月４日から実施（ただし、他事務との調整・様式
の整理等を要する場合：令和２年度末までに実施） 

② 本人確認のため タスクフォースによる精査を踏まえ、省略・廃止可能なもの
について、改めてその実施時期等を整理・明示する。 

２．有 

① 国・県の規定に 
基づく 

タスクフォースによる精査も踏まえ、国・県における法令等
の見直し及び各省庁からの通知を受けて速やかに実施 

② 会計規則に基づく 別途通知 

③ 市条例・規則等に
基づく 

タスクフォースによる精査を踏まえ、省略・廃止可能なもの
については、例規等の改正を含め、改めてその実施手順及び
実施時期等を整理・明示する。 

④ その他 − 
 
３ その他 
（１）署名による押印の省略・廃止 

署名により押印を省略・廃止する（した）手続については、今後の行政手続のオンライン化を
見据え、署名の代替手段について検討しておくこと。なお、代替手段の例については、総務省通
知別添２の６ページ「（注３）」を参照のこと。 

 
（２）本人確認を目的とした押印 

本人確認や文書内容の真正性担保（証拠としての担保価値）のため、押印を求めている場合は、
本人確認のための手法は他にもあることに加え、特に実印による押印でない場合には本人確認や
証拠価値としての効果は大きくないこと、また文書の証拠価値は押印のみによって評価されるわ
けではなく手続全体として評価されることに留意のうえ、押印の必要性を改めて検証し、省略・
廃止を検討すること。 

 
（３）オンライン化に向けて 

今後の行政手続のオンライン化を見据えて、各手続におけるオンライン化の可能性とその際の
課題、業務フローについて、整理・検討を始めること。 

  

＜本人確認の押印を省略・廃止できる例＞ 
〇既に添付書類や住⺠基本台帳等により本人確認を別途行っている手続 
○対面（オンラインを含む）による面談等が必要で、その際、本人確認を行っている手続 
〇申請者等に対して住⺠基本台帳等に基づき、その結果を通知することで本人確認が別途行える

手続 
〇その他、なりすましやその利益・リスク、市⺠への不利益等の乏しい手続  など 



 

 
 
（４）追加調査 

本方針に基づく押印の省略・廃止への対応状況については、タスクフォースによる作業も踏ま
え、改めて追加調査を行う。 

 
 
【添付書類】 

・令和２年８月 17 日付照会「各種手続に係る押印規定について」集計結果 
・令和２年７月７日付総務省通知 
・スマート自治体タスクフォースについて 

 
 

 以 上  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【問合せ先】 
＜押印の取扱いに関すること＞ 
政策経営課 辻野（電話：35-3600・内線 2600） 
情報企画課 中瀬（電話：35-3520） 
＜タスクフォースに関すること＞ 
人事課 植田（電話 35-3535） 



 

（別紙） 
 
＜全体のイメージ＞ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会計規則】（支出命令書の添付書類） 
第２６条 支出命令書に添付する請求書は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。ただし、市⻑

が特に指定する法人の作成する請求書にあっては、代表者名及び代表者印の記載を省略することができる。 
(１) 請求金額、算出の基礎及び請求の理由 
(２) 債権者の住所、氏名及び請求印 
２ （略） 
３ 請求書に使用する印鑑は、契約書その他支出負担行為に必要な書類に使用したものと同一の印鑑でなければ 

ならない。 

１−①：押印省略・廃⽌ 

１−②：実印以外の押印は本人確認の効果
が大きくないことを踏まえ、他の代替手段
について改めて検討の上で、積極的に省
略・廃⽌を進めること。 

２−①：国・県における法令等の見直し及び各省庁
から発出されるガイドライン・通知等を受けて速や
かに対応を行うこと。 

２−②：会計規則第 26 条※の改正も視野に、押印を
省略できる場合や手順について検討中である。詳細
が決まり次第別途会計課より通知を行う。 

２−③：押印の必要性を改めて検討し、積極的に省
略・廃⽌に取り組むこと。本人確認のための押印の
考え方については、上記１ー②を参照のこと。 

①廃⽌可能 

②本人確認のため ２．根拠規定：有 

①国・県の規定に基づく 

２ー④：印鑑登録証明書の添付が必要な手続や外部
組織の規定に基づく押印など、現時点では省略・廃
⽌が困難と考えられるが、国・県における法令等の
見直し、ガイドライン等に注視すること。 

押印の根拠規定 

➁市会計規則に基づく 

④その他 

③市条例規則要綱等に基づく 

１．根拠規定：無 



■情報管理部⻑をチームリーダーとする、短期集中型プロジェクトチーム
■スマート自治体の推進を目的として、局横断的かつ統一的に取り組むべき課題、
短期集中的に取り組むことで成果が⾒込まれる課題等に対応

今回の取組課題
〇⾏政⼿続のオンライン化を⾒据えたハンコレスの推進
・押印⼿続廃⽌の可・不可の判断について、局横断的に統⼀的な基準に基づいて確認・検討を⾏う。
・市の判断で押印廃⽌が可能な⼿続について、条例改正等に向けた市の対応⽅針を検討する。
・市の判断で押印廃⽌が不可能な⼿続きについて、国・県の動向を⾒据え対応⽅針をとりまとめる。
・オンライン化すべき⾏政⼿続を検討し、ガイドライン等を作成する。
※「ハンコレスの推進」に係る現状

令和2年8月に実施した押印⼿続廃⽌の可否に関する庁内調査において、全⼿続の1,381件のうち、「廃⽌可」は
640件（46％）、「廃⽌不可」は741件（54％）でした。今後、廃⽌不可とされたものについて、根拠を精査する
とともに、市の判断で廃⽌可とされたものについて対応を検討する必要があります。

スマート自治体タスクフォースについて

１２月 １月 ２月 ３月

・タスクフォース立ち上げ
・「廃止可」スケジュールを各課
へ照会、整理

・「廃止不可」法的根拠精査

・「廃止不可」→「廃止可」となっ
たもののスケジュール整理

・「廃止不可」対応方針検討

・市の判断で「廃止可」とできる
手続きの検討

・押印廃止に係る国の法令や
県条例への対応の検討

・市としての対応方針まとめ
・市長への報告

＜今後のスケジュール（予定）＞




